
 

小牧市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する規則  

平成２０年３月１７日  

規 則 第 ６ 号  

（趣旨）  

第１条  この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法

律第１３７号。以下「法」という。）、浄化槽法（昭和５８年法律第４３

号）及び小牧市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例（平

成１９年小牧市条例第２１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要

な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。  

（小牧市廃棄物減量等推進審議会の委員）  

第３条  条例第６条第２項の小牧市廃棄物減量等推進審議会（以下「審議

会」という。）の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

(1) 地域の代表者  

(2) 各種団体の代表者  

(3) 事業者の代表者  

(4) 学識経験者  

(5) その他市長が必要と認める者  

２  委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

３  委員は、再任されることができる。  

（会長及び副会長）  

第４条  審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを

定める。  

２  会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた

ときは、その職務を代理する。  

（会議）  

第５条  審議会の会議は、会長が招集する。  

２  審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決すること

ができない。  

３  審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のと



 

きは、議長の決するところによる。  

（会議の公開）  

第６条  審議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開するものとする。  

(1) 小牧市情報公開条例（平成１２年小牧市条例第３９号）第７条各号に

掲げる情報に該当すると認められる事項について審議等を行う場合  

(2) 会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生

じると認められる場合  

（事業用大規模建築物）  

第７条  条例第１２条第１項に規定する事業用大規模建築物は、次のとお

りとする。  

(1) 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第２条第２項に規

定する大規模小売店舗  

(2) 小売店舗のうち小売業を行うための店舗の用に供する部分の延べ床

面積が５００平方メートルを超え、１ ,０００平方メートル以下のもの  

(3) 前２号に定めるもののほか、事業の用に供する部分の延べ床面積が３ ,

０００平方メートル以上（同一敷地内に２以上の建築物（建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以下

同じ。）がある場合にあっては、それぞれの建築物の事業の用に供する

部分の延べ床面積の合計が３ ,０００平方メートル以上）の建築物  

（多量の範囲）  

第８条  法第６条の２第５項の規定に基づき減量に関する計画の作成その

他必要な事項（次項に掲げるものを除く。）を指示することができる多量

の一般廃棄物の範囲は、常時１日平均１００キログラムを超えるものと

する。  

２  法第６条の２第５項の規定に基づき運搬すべき場所及び方法を指示す

ることができる多量の一般廃棄物の範囲は、常時１日平均１０キログラ

ムを超え、又は一時に１００キログラムを超えるものとする。  

（減量化等計画書）  

第９条  事業用大規模建築物の所有者等は、条例第１２条第１項の規定に

より、毎年３月３１日以前の１年間における事業系一般廃棄物の処理に

関する実績に基づき、４月１日以後の１年間の廃棄物の減量化及び資源

化に関する計画を減量化等計画書（様式第１）により作成し、その年の

５月３１日までに提出しなければならない。  



 

２  条例第１２条第２項の規定による届出は、減量化等計画書記載事項変

更届出書（様式第２）により行うものとする。  

（廃棄物管理責任者）  

第１０条  条例第１３条第１項に規定する廃棄物管理責任者の選任は、事

業用大規模建築物から排出される廃棄物の状況を常時把握できる者のう

ちから行わなければならない。  

２  条例第１３条第２項の規定による届出は、廃棄物管理責任者の選任又

は変更のあった日から起算して１４日以内に、廃棄物管理責任者選任（変

更）届出書（様式第３）により行うものとする。  

（勧告）  

第１１条  条例第１５条第２項の規定による勧告は書面により行うものと

する。  

２  前項の書面は、勧告書（様式第４）とする。  

（粗大ごみ）  

第１２条  粗大ごみ（市が収集し、運搬し、及び処分するものに限る。以

下同じ。）は、別表に掲げる物であって縦、横又は高さのいずれか一辺が

６０センチメートル以上のものとする。  

（指定袋）  

第１３条  条例第２２条第２項の指定袋は、市が収集する燃やすごみ、破

砕ごみ及び資源の排出に使用する袋をいい、その基準は、次に掲げるも

のとする。  

(1) 透明又は内容物が識別できる程度の透明度を有するものであること。 

(2) 耐水性があり、丈夫なものであること。  

(3) 前２号に掲げるもののほか、指定袋の基準等については、市長が別に

定める。  

（ごみ集積場の設置申請等）  

第１４条  条例第２３条第１項に規定する申請をしようとする者は、ごみ

集積場設置等申請書（様式第５）を市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の規定による申請があり当該申請が適当であると認めた

場合は、ごみ集積場指定等通知書（様式第６）により申請者に通知する

ものとする。  

（共同住宅における廃棄物の保管場所の設置）  

第１５条  条例第２４条の共同住宅は、戸数が６戸以上のもの（地理的条



 

件、地域の特性等を勘案し、市長が特に認めたものを除く。）とする。  

２  条例第２４条の規則で定める基準は、次のとおりとする。  

(1) 保管場所は、家庭系廃棄物の収集及び運搬に支障が生じない場所であ

ること。  

(2) 保管場所は、家庭系廃棄物を十分に収納できる規模であること。  

（排出禁止物）  

第１６条  条例第２７条第１項第７号に規定する排出禁止物は、次に掲げ

るものとする。  

(1) 特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号）第２条第４項

に規定する特定家庭用機器  

(2) 性状が著しく堅ろうで市の処理施設の機能に支障が生ずる物  

(3) その他前２号に掲げる物に類するもの  

（縦覧の期間等）  

第１７条  条例第３０条第２項の規定による縦覧の期間のうち、次に掲げ

る日は、縦覧を行わない。  

(1) 日曜日及び土曜日  

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日  

(3) １月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日まで  

２  縦覧の時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。  

（縦覧の手続）  

第１８条  条例第２９条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しよ

うとする者（以下「縦覧者」という。）は、縦覧申込書に所定事項を記入

しなければならない。  

（縦覧者の遵守事項）  

第１９条  縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。  

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。  

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。  

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。  

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。  

２  市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止す

ることができる。  

（意見書の記載事項）  



 

第２０条  条例第３２条第２項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記

載しなければならない。  

(1) 氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された

事務所又は事業所の所在地）  

(2) 施設の名称  

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見  

（手数料の徴収方法）  

第２１条  条例第３５条に規定する手数料の徴収方法は、次に定めるとこ

ろによる。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。  

(1) 動物の死体に係る手数料については、収集又は搬入の都度徴収する。 

(2) 粗大ごみに係る手数料については、収集までに徴収する。この場合に

おいて、当該手数料を納付した者には、小牧市粗大ごみ処理手数料納付

券（様式第７）を交付する。  

（納付券のちょう付）  

第２２条  粗大ごみを排出するときは、小牧市粗大ごみ処理手数料納付券

をちょう付しなければならない。  

（手数料の減免申請）  

第２３条  条例第３５条第３項の規定による減免を受けようとする者は、

一般廃棄物処理手数料減免申請書（様式第８）を市長に提出しなければ

ならない。  

２  市長は、前項の減免を必要と認めたときは、一般廃棄物処理手数料減

免承認書（様式第９）を交付するものとする。  

３  天災により減免する場合は、前２項の規定によらないことができる。  

（一般廃棄物処理業等の許可申請）  

第２４条  次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該各号に掲げ

る申請書を市長に提出しなければならない。  

(1) 法第７条第１項又は第６項の規定による許可  一般廃棄物処理業許

可申請書（様式第１０）  

(2) 浄化槽法第３５条第１項の規定による許可  浄化槽清掃業許可申請

書（様式第１１）  

２  前項第１号の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記

事項証明書  



 

(2) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し  

(3) 申請者（申請者が法人である場合には、その業務を行う役員を含む。

次号において同じ。）が法第７条第５項第４号（トを除く。）のいずれに

も該当しない旨を記載した書類  

(4) 申請者の略歴を記載した書類  

(5) 事業場の配置図及び付近見取図  

(6) その他市長が必要と認める書類  

３  第１項第２号の申請書には、環境省関係浄化槽法施行規則（昭和５９

年厚生省令第１７号）第１０条第２項第１号から第４号までに規定する

もののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。  

(1) 申請者（申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為

能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又は

その役員を含む。）の略歴を記載した書類  

(2) 営業所の配置図及び付近見取図  

(3) 環境省関係浄化槽法施行規則第１１条第１号から第３号までに規定

する器具の明細書  

(4) その他市長が必要と認める書類  

（許可証の交付）  

第２５条  市長は、前条第１項の申請があったときは、内容を調査し、許

可基準に適合していると認めた場合には、次の各号に掲げる許可の区分

に応じ、当該各号に掲げる許可証を交付するものとする。  

(1) 法第７条第１項又は第６項の規定による許可  一般廃棄物処理業許

可証（様式第１２）  

(2) 浄化槽法第３５条第１項の規定による許可  浄化槽清掃業許可証（様

式第１３）  

２  前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。  

（変更の許可申請）  

第２６条  法第７条の２第１項の規定による変更の許可を受けようとする

者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書（様式第１４）に前条

第１項に規定する許可証を添えて、市長に申請しなければならない。  

（変更許可証の交付）  

第２７条  市長は、前条の申請があったときは、内容を調査し、許可基準

に適合していると認めた場合には、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可



 

証（様式第１５）を交付するものとする。  

（許可証の再交付）  

第２８条  第２５条第１項の規定により許可を受けた者（以下「許可業者」

という。）は、当該交付を受けた許可証（以下「許可証」という。）を亡

失し、き損し、又は汚損したときは、許可証再交付申請書（様式第１６）

に当該許可証を添付して（亡失した場合を除く。）、市長に申請するもの

とする。  

２  許可証の再交付を受けた者は、亡失した許可証を発見したときは、直

ちに当該許可証を市長に返納しなければならない。  

（許可証の返納）  

第２９条  許可業者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合

は、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。  

(1) 許可の有効期間が満了したとき。  

(2) 許可を取り消されたとき。  

(3) 業務を廃止したとき。  

２  許可業者が死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ相続人、

合併後存続する法人又は清算人は、直ちに許可証を市長に返納しなけれ

ばならない。  

３  許可業者が業務の停止を命ぜられたときは、その期間中許可証を市長

に返納しなければならない。  

（届出）  

第３０条  法第７条の２第３項又は浄化槽法第３７条の規定による変更の

届出は、一般廃棄物処理業（浄化槽清掃業）変更届出書（様式第１７）

によるものとする。  

２  法第７条の２第３項又は浄化槽法第３８条の規定による廃業等の届出

は、一般廃棄物処理業（浄化槽清掃業）廃業等届出書（様式第１８）に

よるものとする。  

（許可の取消し等）  

第３１条  法第７条の４の規定により許可を取り消し、若しくは法第７条

の３の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ずるとき、又は浄

化槽法第４１条第３項の規定において準用する同法第３５条第４項の規

定による通知は、許可取消書（様式第１９）又は業務停止命令書（様式

第２０）により行うものとする。  



 

（業務報告書）  

第３２条  許可業者は、次表により業務報告書を市長に提出しなければな

らない。  

区分  報告内容  業務報告書の名称  期限  

一 般 廃 棄 物 処 理 業

者  

四半期ごとの実績  一 般 廃 棄 物 処 理 業

務実績報告書（様式

第２１）  

翌月 10 日  

浄化槽清掃業者  隔月ごとの実績  浄 化 槽 清 掃 報 告 書

（様式第２２）  

翌月 10 日  

（身分証明書）  

第３３条  条例第３８条第２項に規定する身分を示す証明書は、身分証明

書（様式第２３）とする。  

（委任）  

第３４条  この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事

項は、市長が別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２０年４月１日から施行する。  

（小牧市廃棄物の処理及び清掃に関する規則等の廃止）  

２  次に掲げる規則は、廃止する。  

(1) 小牧市廃棄物の処理及び清掃に関する規則（昭和４７年小牧市規則第

２２号）  

(2) 小牧市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果

の縦覧等の手続に関する条例施行規則（平成１０年小牧市規則第３５号） 

（経過措置）  

３  この規則の施行前に附則第２項の規定による廃止前の小牧市廃棄物の

処理及び清掃に関する規則及び小牧市が設置する一般廃棄物処理施設に

係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則の規定

によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定により

なされた処分、手続その他の行為とみなす。  

附  則（平成２１年規則第３号）  

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。  

附  則（平成２６年規則第２４号）  



 

１  この規則は、平成２６年７月１日から施行する。  

２  この規則の施行の際現に改正前の小牧市廃棄物の減量化、資源化及び

適正処理に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後

の小牧市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する規則の規定にか

かわらず、当分の間、使用することができる。  

 附  則（平成２７年規則第３７号）  

１  この規則は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、様式第７の

改正規定は、公布の日から施行する。  

２  この規則の施行の際現に改正前の小牧市廃棄物の減量化、資源化及び

適正処理に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後

の小牧市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する規則の規定にか

かわらず、当分の間、使用することができる。  

附  則（平成２７年規則第２７号）  

１  この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

２  改正後の小牧市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する規則第

１５条第１項の規定は、この規則の施行の日以後に小牧市廃棄物の減量

化、資源化及び適正処理に関する条例（平成１９年小牧市条例第２１号）

第２４条の協議を開始した共同住宅について適用し、同日前に同条の協

議を開始した共同住宅については、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


